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☆生成AIと法律問題シリーズ⑤
　生成AIと契約上の問題�……………………… ⑴

Ⅰ　問題の所在（著作者の決定に関する契約
の無力？）
著作権に関連する取引に関しては、通常の取引と

は異なり、契約が果たす役割は、極めて限定的であ
る。なぜなら、ある作品の「著作者は誰か？」とい
う最初で、かつ、最重要の問題についてさえ、以下
に述べるように、それを決定できるのは、著作権法
だけであって、契約によって著作者を変更すること

はできないとされているからである。
１．著作者決定に関する著作権法の通説の考え方と

契約の無力

著作権法の通説的な見解によると、「著作者の
認定」は、あくまで客観的に行われるので、著作
者の地位を契約によって変更することはできない

［島並=上野=横山・著作権法入門（2021）87頁］。
すなわち、以下の見解が、著作者の決定に関する
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